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ニュース 

ま
ち
づ
く
り 
安

全

で

住

み

よ

い

 
　防災行政無線が聞き取りにくい場合は
�（４８）７０３０へ問い合わせてください。最新
のメッセージを聞くことができます。

行政無線情報は電話でも
　

八
月
十
一
日
早
朝
に
、
静
岡
県
御
前
崎

沖
の
駿
河
湾
で
発
生
し
た
地
震
で
は
、
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド　

、
最
大
震
度
６
弱
を
観

６.５

測
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
地
震
は
、
死
傷
者
の
数
が
比
較

的
に
少
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

静
岡
県
の
家
具
固
定
化
率
は
六
十
三 
㌫

と
高
く
、
家
具
を
固
定
す
る
こ
と
で
転
倒

防
止
に
つ
な
が
り
、
被
害
を
軽
減
で
き
る

こ
と
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
地
震
発
生
時
の
家
具
の
転
倒

に
よ
る
死
亡
・
負
傷
な
ど
を
減
ら
す
た
め

に
、
対
象
と
な
る
家
庭
の
家
具
転
倒
防
止

金
具
を
無
償
で
取
り
付
け
て
い
ま
す
。

○
対
象
者

　

阿
久
比
町
に
住
所
が
あ
る
方
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
う
ち
、
取

り
付
け
を
希
望
す
る
世
帯
と
し
ま
す
。

①　

満
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
で

構
成
さ
れ
る
世
帯

②　

身
体
障
害
者
手
帳
三
級
以
上
の
方
が

い
る
世
帯

③　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
三
級
以

上
の
方
が
い
る
世
帯

④　

療
育
手
帳
Ｂ
判
定
以
上
の
方
が
い
る

世
帯

⑤　

母
子
世
帯
で
義
務
教
育
就
学
中
ま
た

は
就
学
以
前
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
。

義
務
教
育
終
了
後
の
子
ど
も
が
い
る
場

合
に
は
対
象
外

⑥　

愛
知
県
特
定
疾
患
医
療
給
付
受
給
者

の
う
ち
、
重
症
患
者
認
定
を
受
け
て
い

る
方
が
い
る
世
帯

⑦　

①
〜
⑥
に
準
ず
る
世
帯
で
、
障
害
者

手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
世

帯
で
、
税
法
上
の
特
別
障
害
者
控
除
に

該
当
す
る
方
が
い
る
世
帯

○
申
し
込
み
方
法
（
手
順
）

①　

印
鑑
を
持
参
し
て
防
災
交
通
課
窓
口

で
配
布
す
る
申
請
書
に
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。
閉
庁
日
を
除
く
十
一
月
三
十
日

ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

②　

取
り
付
け
を
希
望
す
る
家
具
な
ど
の

下
見
の
日
程
を
調
整
す
る
た
め
、
後
日
、

防
災
交
通
課
か
ら
電
話
連
絡
し
ま
す
。

③　

町
が
委
託
契
約
し
た
施
工
業
者
と
一

緒
に
防
災
交
通
課
担
当
者
が
訪
問
し
、

家
具
な
ど
の
下
見
を
し
ま
す
。

④　

施
工
業
者
と
取
り
付
け
作
業
日
時
を

決
定
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
居
住
す
る
家
屋
の

寝
室
や
居
間
な
ど
に
設
置
し
て
あ
る
家
具

（
洋
服
ダ
ン
ス
・
和
ダ
ン
ス
・
食
器
戸
棚

な
ど
）
で
す
。
家
電
や
仏
壇
は
対
象
外
で

す
。
一
世
帯
四
点
ま
で
町
で
費
用
を
負
担

し
ま
す
。

　

金
具
の
種
類
は
、町
が
指
定
す
る
チ
ェ
ー

ン
や
Ｌ
型
金
属
金
具
な
ど
を
使
用
し
、

壁
・
柱
等
に
固
定
し
ま
す
。固
定
す
る
た
め

に
家
具
な
ど
の
移
動
が
必
要
な
場
合
は
、

家
人
の
方
で
移
動
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
旧
基
準
木
造
住
宅
（
昭
和
五
十

六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た

木
造
住
宅
）
を
対
象
と
し
た
耐
震
診
断
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
費
用
は
無
料
で
す
。

　

耐
震
診
断
の
結
果
、
改
修
の
必
要
が
あ

る
と
判
定
さ
れ
た
住
宅
の
耐
震
改
修
工
事

費
に
対
す
る
補
助
制
度
（
条
件
あ
り
、
上

限
六
十
万
円
）
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

�□
診
断
対
象

昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に

建
築
（
着
工
）
さ
れ
た
木
造
住
宅
（
プ

レ
ハ
ブ
・
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
な
ど
を
除

く
）

□
診
断
項
目

基
礎
、
地
盤
の
状
況
、
壁
の
配
置
バ
ラ

ン
ス
、
壁
の
量
、
老
朽
度
な
ど

□
申
込
期
限　

十
月
三
十
日（
金
）

�
　

工
事
着
工
前
に
申
請
し
、
町
の
交
付
決

定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

□
補
助
の
対
象

①　

耐
震
診
断
の
結
果
、
総
合
判
定
が

一
・
〇
未
満
で
あ
る
こ
と

②　

耐
震
診
断
の
判
定
値
に
〇
・
三
以
上

を
加
算
し
て
、
改
修
工
事
後
の
総
合
判

定
が
一
・
〇
以
上
と
な
る
こ
と

③　

昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前

に
建
築
（
着
工
）
さ
れ
た
木
造
住
宅

□
補
助
額

耐
震
改
修
費
の
二
分
の
一
以
内
で
六
十

万
円
が
限
度

□
申
込
期
限　

十
二
月
二
十
八
日（
月
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
計
画
係　
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無
料
耐
震
診
断

 
耐
震
改
修
費
補
助

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜


